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事務局規程等の改正について

2021年12月22日

資料１



事務局規程の改正＜総務局・広報局の統合＞

１ 目 的

総務局・広報局については、大会終了後の業務の円滑な遂行と効果的な広報体制の構築を

目的に、両局を統合することとし、組織改正並びにこれに伴う事務局規程の一部を改正する。

２ 改正内容

○ 事務局規程第２条第１項に定める事務局の組織から「広報局」を削除＜第２条関連＞

○ 同規程第７条に定められている広報局の所管業務を削除し、広報局の所管業務を、同規

程第５条の総務局の所管業務に統合＜第５条及び第７条関連＞

３ 施行予定日

2022年１月１日



危機管理基本規程の改正

１ 目 的

東京2020大会終了後の組織委員会の体制の見直し等に合わせ、関係規程の文言整理を行う。

２ 改正内容

○ 危機管理基本規程第３条（基本方針）について、事業活動の内容を改める（大会の準備に

関わる旨を削除）。

○ 同規程第５条（危機管理責任者）について、チーフ・セキュリティ・オフィサーの役割を

改める。

３ 施行予定日

2021年12月22日



２０２１年度　公益財団法人東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会　事務局・組織概要（案） 2022年１月１日現在

企画財務局

・国及びその他関係団体との連絡調整 ・総務・庶務、人事
・組織横断的な企画 ・文書の保管・管理

1 1 (CFO) 20 19 18 ・理事会・評議員会等の運営 1 1 36 50 51 ・関係機関との連絡調整

7名 ・アクション＆レガシープラン策定・更新 ・局予算の執行・調整
・文化・教育プログラム ・警備装備品の管理、処分調整

10 12 11 ・監査対応

・予算計画策定及び執行監督・管理
・税制措置等の検討、調整

18 29 29 ・資金調達、会計事務等
・局総務、人事、予算・経理業務、IKM・監査対応等

・財産管理等
2 2 6 10 10

18 29 29 ・PC、サーバー機器、リース品等の返却、処分、精算
・サービスデスク業務

・共同実施事業に関する財務管理
・共同実施事業管理委員会の事務局運営

・物品、役務及び工事等の調達

・事業の進行管理、会場等との連絡調整
・東京2020参画プログラムの推進に向けた
　企画調整 1 1 8 17 18

・工事契約調整
・調達方法、後利用検討

28 56 71

・関係機関との連絡調整 ・仮設・オーバーレイに関する会場・設備設計
・局内庶務 　及び施工、整備に係る技術検討

2 2 6 9 7 ・知的財産保護関連問合せ調整業務 28 56 71
・知的財産のIOC等への権利譲渡業務

15 24 25 ・スポンサー関連業務 ・会場へのエネルギー供給

・商品・ライセンシー管理業務

3 4 4

・チケッティングレポート等に関する業務
・チケット払戻しに関する業務 ・局の人員・予算管理、輸送スタッフの計画・

・秘書業務 2 18 16 ・関係者向けチケットに関する業務 　調整・管理
・会場内ホスピタリティに関する業務 8 17 18 ・輸送運営計画の策定

6 6 6 ・その他、チケットに関する業務
・出入国に関する計画・調整

・大会準備運営の全体進捗管理及び業務の改善に関すること

・大会運営に係る計画の連絡調整に関すること 28 56 71
2 5 5 ・大会期間中の意思決定及び情報共有に関すること

・新型コロナウイルス対策に関すること ・フリート、バスの運行計画策定
・ＩＯＣ／ＩＰＣとの連絡調整・関係会議運営 ・輸送デポ・モールの計画・調整

・内部監査 ・オリンピック･パラリンピックファミリー 28 56 71
22 25 26 　に対するサービスの計画・調整及び提供

4 8 11 ・プロトコール業務（儀典・接遇） ・各ステークフォルダーの輸送サービスの計画・調整
・情報と知識のマネジメント、学習戦略と機会の提供 ・ＯＲＮ・公共交通の計画・調整

・イノベーティブな大会を実現するための 28 56 71 ・交通円滑化戦略の策定・調整
　各種企画立案・推進

・会場ごとの輸送計画策定・調整

・パラリンピックに関する諸計画の連絡調整 18 154 66 28 56 71
・アクセシビリティに関する指針策定と ・局庶務、局人事
　取組の調整 ・局予算、競技備品 ・物流に関する計画・調整

14 ・競技計画、競技日程 ・馬輸送に関する計画・調整
・開閉会式及び入村式に関する企画調整 ・スポーツデリバリープラン 28 56 71 ・会場のロジスティクス計画策定

・気象　・練習会場 31 71 49
・ＩＦサービス計画　等 ・宿泊施設・サービスに関する企画調整

・聖火リレーに関する企画調整

・デジタル戦略の推進 ・会場運営計画の企画調整・策定

3 3 ・国・自治体調整、都市運営に関する企画調整

総 務 局

・庶務、他局に属さない業務
・オフィス整備 ・清掃・廃棄物に関する企画調整

1 (CCO) 6 10 9 ・コンプライアンス

・戦略広報、メディア対応
・エンゲージメント、ＰＲ戦略 ・アクレディテーションに関する企画調整

・各種法的支援 44 101 80
・ＩＯＣ／ＩＰＣ等からの法的要請への対応 ・テストイベントに関する企画調整

6 12 11

・都・自治体、施設所有者等関係機関との調整 17
・大学連携 ・医療サービスに関する企画調整

14 27 25 ・アンチ・ドーピングに関する企画調整

・人事・組織・労務管理 13 24 17
・大会人材管理運営 ・飲食サービスに関する企画調整

9 18 18 ・ボランティア施策の推進

・持続可能性に関する計画策定 13 24 17
・持続可能性の取組の推進 ・ブロードキャストサービスに関する企画調整

・各種編集、映像コンテンツの企画・制作 7 21 14
・デジタルメディア全体戦略、サイト運用 ・イベントサービスに関する企画調整

13 24 17 ・サイネージに関する企画調整

・選手村運営計画の企画調整・策定

会場サービス部

選手村マネジメント部

人事部

チーフ・デジタル・マーケティン
グ・オフィサー

持続可能性部

医療サービス部

企画制作部

飲食サービス部

聖火リレー室

パラリンピック統括室

イノベーション推進室

ライセンシング部

ブロードキャスト部

広報部

会場周辺調整部

法務部

清掃・廃棄物部

総合調整部

アクレディテーション部

テストイベントマネジメント部

宿泊部

デジタルマーケティング室

大会運営局

総務局 総務部

大会運営局 会場マネジメント部

輸送調整部スポーツ局

セレモニー室

スポーツ局 スポーツ管理部
ロジスティクス部

出入国部

監査室

国際局

輸送運営部
国際局 国際渉外部

輸送企画部

ゲームズ・デリバリー室

エネルギー部

技術管理部
ゼネラル・コーディネーション・
オフィサー マーケティング局

マーケティング局

事務総長（CEO） 役員室

輸送局

チケッティング部
輸送局 輸送総務部

事務総長直轄補佐機関

ゲームズ・デリバリー・オフィ
サー

共同実施事業管理部 ・解散時のバックオフィス環境（Eメール、ファイル
　サーバなど）のスクラップ・アーカイブ 移行の技
　術支援

チーフ・インフォメーション・セ
キュリティ・オフィサー

調達部 会場整備局

調整部 会場整備部
スポークスパーソン

会場整備局 会場調整部
役員室長 東京2020認証推進室

テクノロジーサービス局 テクノロジー統括部
副事務総長 財産管理部 ・継続利用する情報システム・通信サービスの保守、

　サポート

副事務総長 アクション＆レガシー部 装備調達部

副事務総長 財務部 テクノロジーサービス局

役員、特別職 警 備 局

事務総長（CEO） 副事務総長（COO） 企画財務局 企画部 警備局 警備部

資料１別紙
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大会後の業務終了に向けた状況について

2021年12月22日

資料２－１



【１】目標

○ 大会後まで必要な業務プロセスや組織人員体制等を整理し、業務遂行の共通の指針として活用

⇒ 速やかに業務を終了し、円滑に解散。また、レガシー等を適切に承継

【２】目標達成への主な取組

（１）予め大会後に必要な業務の見通しを立て、計画的に実施

（２）的確な財務運営・財産管理

ア 資産物品は、大会前から使用後の取扱いを検討。大会後は迅速に引渡し

イ 大会後の執行体制が縮小する中にあっても、多数の契約(債権債務)を各組織が連携し確実に管理

ウ 大会前から予算執行状況を定期的に管理し、健全な財務運営を推進。決算を公表するなど、透明性を確保

（３）大会の記録・記憶を関係機関に円滑に承継・成果の発信

ア 公式報告書等をとりまとめ、発信

イ 現物資産等は、大会前から関係機関と協議して、アーカイブ資産等として承継し、長期的な利活用等を推進

ウ 文書資産は、関係機関と連携して保管方法等を検討し、大会後は、関係法令等に基づく保管やアーカイブ

組織等への承継・保管を実施

【３】組織人員体制等

○ 大会後の組織人員体制について、各組織の業務の状況を踏まえた効率的な体制を構築

○ 各組織の業務の進捗状況について、経営層が確認するなど、解散まで適切に管理

○ 残務が終了した後は、関係法令を踏まえて解散し、理事会を清算人会に改め、清算期間に移行

大会後の業務完了に向けた取組方針（2019年12月19日理事会承認）概要 2021年9月28日
理事会説明資料



業務終了までのスケジュール

10月 1月 4月

【大会の記録・記憶の承継】

文書等の保管・承継

アーカイブ資産の収集等

公式報告書による承継・発信

【組織人員体制】　

組織・人事執行体制

【的確な財務運営・財産管理】　

資産物品の管理・処分

契約（債権債務）管理

【計画的な業務遂行】 

適切な進行管理

「大会後の業務完了に向けた取組方針」

における主な取組

今後の予定

2021年 2022年

FA等の段階的廃止

理事会

職員数段階的縮小

法人解散

「大会後の業務完了に向けた取組方針」に基づき、引き続き業務を遂行 → 業務の終了

有効活用先への引渡し等 財産処分手続きの完了

大会後の支払い等 主要な契約の完了

収集・移管 → 移管完了

公式報告書の作成・提出

大会決算

承継保管（随時）

2021年9月28日
理事会説明資料



  ※人員数は資料作成時点の数字であり、今後若干の変動の可能性あり

大会終了後人員数の推移
2021年12月13日

総 務 局 人 事 部
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大会経費の見通しについて

2021年12月22日

資料２－２



大会経費の見通し

大会経費の見通しは、簡素化をはじめとする支出抑制に向けたこれまでの取組や無観客開催に伴う契約の見直し
などにより1兆4530億円となり、大会経費V5（バージョン5）の１兆6440億円を1910億円下回る見通しとなった。
加えて、新たな変異株の出現や国内外の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえた観客数の取扱いの決定といった、
昨年12月のV5発表以降に生じた事象に対して、本年12月21日の東京2020組織委員会、東京都、国の三者に
よる「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の大会経費の取扱いについて」の合意に基づき、東京都及び国
が新たな予算措置を講ずることなく対応できる見通しとなった。

合意において、V5発表以降の後発事象について、従前に合意されていた経費の負担割合の考え方に基づき、国
は共同実施事業のパラリンピック経費と新型コロナウイルス感染症対策関連経費に係る支出を行い、その上で東京
都は、開催都市として安全・安心な大会の円滑な実施の観点から、V5の範囲内で共同実施事業負担金（安全
対策）を支出することになった。

組織委員会決算の見通しは、東京大会のほとんどの競技が無観客で実施されたことによるチケット売上の減収等に
より、収入はV5に対して867億円減の6343億円となる一方、上述の取組等による支出の抑制239億円や東京都
が支出する共同実施事業負担金（安全対策）628億円により、支出は収入と同額の6343億円となった。

この結果、組織委員会の収入減を含めた後発事象に対応した上でなお、国と東京都が負担するその他の経費のう
ち、国分はV5を271億円、東京都分は772億円下回る見通しとなった。

なお、本大会経費の見通しは、競技会場の仮設撤去・原状回復工事や観客数の取扱いを踏まえた契約の見直し
などに取り組んでいる現時点での予算執行状況に基づいて作成したものである。
組織委員会は、今後とも引き続き経費節減や収入確保に努めた上で、大会経費の詳細について明らかにしていく。



（単位　億円）

東京都 国

2,310 6,970 5,470 1,500 9,280 2,395 <+85> 6,245 <▲725> 4,748 <▲722> 1,497 <▲3> 8,640 <▲640>

(600) (600) (300) (300) (1,200) (514) <▲86> (514) <▲86> (257) <▲43> (257) <▲43> (1,027) <▲173>

恒 久 施 設 ー 3,460 2,260 1,200 3,460 ー ＜ー＞ 3,500 <+40> 2,260 ＜ー＞ 1,240 <+40> 3,500 <+40>

仮 設 等 1,280 2,610 2,410 200 3,890 1,338 <+58> 1,984 <▲626> 1,786 <▲624> 198 <▲2> 3,321 <▲569>

エ ネ ル ギ ー イ ン フ ラ 250 470 420 50 720 215 <▲35> 415 <▲55> 380 <▲40> 35 <▲15> 630 <▲90>

テ ク ノ ロ ジ ー 780 430 380 50 1,210 842 <+62> 346 <▲84> 323 <▲57> 24 <▲26> 1,188 <▲22>

4,900 1,200 1,050 150 6,100 4,576 <▲324> 834 <▲366> 712 <▲338> 122 <▲28> 5,410 <▲690>

(300) (300) (150) (150) (600) (244) <▲56> (244) <▲56> (122) <▲28> (122) <▲28> (489) <▲111>

輸 送 480 370 350 20 850 384 <▲96> 190 <▲180> 168 <▲182> 23 <+3> 575 <▲275>

セ キ ュ リ テ ィ 340 580 550 30 920 268 <▲72> 480 <▲100> 453 <▲97> 28 <▲2> 748 <▲172>

オ ペ レ ー シ ョ ン 1,680 250 150 100 1,930 1,618 <▲62> 157 <▲93> 89 <▲61> 69 <▲31> 1,775 <▲155>

管 理 ・ 広 報 840 0 0 0 840 777 <▲63> 3 <+3> 1 <+1> 1 <+1> 780 <▲60>

マ ー ケ テ ィ ン グ 1,360 0 0 0 1,360 1,332 <▲28> 0 <+0> 0 <+0> 0 <+0> 1,332 <▲28>

そ の 他 200 0 0 0 200 197 <▲3> 3 <+3> 2 <+2> 2 <+2> 200 <▲0>

新型コロナウイルス感染症対策関連 ー 960 400 560 960 ー ＜ー＞ 480 <▲480> 160 <▲240> 320 <▲240> 480 <▲480>

ー 100 100 ー 100 ー ＜ー＞ ー <▲100> ー <▲100> ー ＜ー＞ ー <▲100>

7,210 9,230 7,020 2,210 16,440 6,971 <▲239> 7,559 <▲1,671> 5,620 <▲1,400> 1,939 <▲271> 14,530 <▲1,910>

(900) (900) (450) (450) (1,800) (758) <▲142> (758) <▲142> (379) <▲71> (379) <▲71> (1,516) <▲284>

ー ー ー ー ー ▲ 628 <▲628> 628 <+628> 628 <+628> ー ＜ー＞ ー ＜ー＞

7,210 9,230 7,020 2,210 16,440 6,343 <▲867> 8,187 <▲1,043> 6,248 <▲772> 1,939 <▲271> 14,530 <▲1,910>

(900) (900) (450) (450) (1,800) (758) <▲142> (758) <▲142> (379) <▲71> (379) <▲71> (1,516) <▲284>

大会経費の見通し・分担

V５ 見通し

東京都 国
組織委員会支出計 支出計

支　　出　　計

組織委員会 その他 その他

小　　計

共同実施事業負担金（安全対策）

緊急対応費

大会関係

会場関係

（注１）上記の見通しは、引き続き、収入確保に努めつつ、2022年春頃までかかる競技会場の仮設撤去・原状回復工事や、観客数の取扱いを踏まえた契約の見直しなどに取り組んでいる中、2021年11

月末時点の予算執行状況を集計したもの。

（注２）共同実施事業負担金（安全対策）628億円は、Ｖ５予算及び今回の組織委員会、東京都、国による三者合意（「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の大会経費の取扱いについて」）に基

づき、東京都が支出するもの。

（注３）Ｖ５予算の国のパラリンピック経費については、その他分から東京都分を差し引き、内訳を記載している。

（注４）計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

（注５）（）は、うちパラリンピック経費分、＜＞は、V５予算比増減額である。



収　　入 支　　出

IOC負担金 850 865 <+15> 会場関係 2,310 2,395 <+85>

TOPスポンサー 560 561 <+1> 　仮設等 1,280 1,338 <+58>

国内スポンサー 3,500 3,506 <+6> 　エネルギーインフラ 250 215 <▲35>

ライセンシング 140 144 <+4> 　テクノロジー 780 842 <+62>

チケット売上 900 4 <▲896> 大会関係 4,900 4,576 <▲324>

その他 350 471 <+121> 　輸送 480 384 <▲96>

増収見込 760 792 <+32> 　セキュリティ 340 268 <▲72>

小　　計 7,060 6,343 <▲717> 　オペレーション 1,680 1,618 <▲62>

収支調整額 150 ー <▲150> 　管理・広報 840 777 <▲63>

収　　入　　計 7,210 6,343 <▲867> 　マーケティング 1,360 1,332 <▲28>

　その他 200 197 <▲3>

小　　計 7,210 6,971 <▲239>

ー ▲ 628 <▲628>

支　　出　　計 7,210 6,343 <▲867>

共同実施事業負担金(安全対策)

決算見通し

組織委員会決算の見通し

（単位　億円）

項　　目 V５ 決算見通し 項　　目 V５

（注１）上記の決算見通しは、引き続き、収入確保に努めつつ、2022年春頃までかかる競技会場の仮設撤去・原状回復工事や、観客数の取扱いを踏まえた契約の

見直しなどに取り組んでいる中、2021年11月末時点の予算執行状況を集計したもの。

（注２）共同実施事業負担金（安全対策）628億円は、Ｖ５予算及び今回の組織委員会、東京都、国による三者合意（「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の

大会経費の取扱いについて」）に基づき、東京都が支出するもの。

（注３）＜＞は、V５予算比増減額である。



東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の 

大会経費の取扱いについて 

 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「大会」とい

う。）の予算については、令和元年 12月、組織委員会予算Ｖ４（以下「Ｖ

４予算」という。）が決定されており、組織委員会、東京都、国の経費分

担については、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の役

割（経費）分担に関する基本的な方向について」（平成 29年５月 31日関

係自治体等連絡協議会決定。以下「大枠の合意」という。）に基づき、Ｖ

４予算の中に計上されたところである。その後、令和２年３月に新型コロ

ナウイルス感染症の影響により大会が延期されたことに伴い必要となる

追加経費を含め、大会の予算については、令和２年 12月に決定された組

織委員会予算Ｖ５（以下「Ｖ５予算」という。）が決定されており、追加

経費の負担については、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技

大会の追加経費の負担について」（令和２年 12 月４日組織委員会公表。

以下「追加経費負担の合意」という。）に基づき、Ｖ５予算の中に計上さ

れている。 

その後、新たな変異株の出現など国内外の新型コロナウイルスの感染

状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すとともに、観

客数の取扱いが決定されたところである。 

以上の経緯及びＶ５予算決定以降の状況等を踏まえ、組織委員会、東京

都、国の役割（経費）分担について、下記のとおりとする。 

 

記 

 

１．組織委員会は、大会経費全体について、既に決定している支出を上回

ることのないよう、観客数の取扱いを踏まえた契約の見直しも含め、

経費節減や収入確保に努める。また、引き続き、大会経費の決算を明

らかにするとともに、共同実施事業等における経費執行の説明責任を

果たす。 

 

２．国内外の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえた観客数の取扱い

の決定に伴い、公費負担の対象となるパラリンピック経費の基本的な

参考 



考え方「①経費の内容がパラリンピック競技・選手に深く関わるもの

であること」、「②オリンピックとパラリンピックの双方の競技・選手

に関わる経費については、経費の内容等を踏まえ適切に按分されたも

のであること」、「③経費の内容等が公費負担の対象として適切なもの

であること」（※）に合致することとなった事業に関する経費について

は、パラリンピック経費として、その負担割合を大枠の合意のとおり

とする。 

（※）「パラリンピック経費の基本的考え方」（平成 29年 12月 22日第３

回共同実施事業管理委員会確認事項。） 

 

３．新型コロナウイルス感染症対策のうち、国内外の感染状況の変化に対

応して講じられた措置に関する経費については、追加経費負担の合意

のとおりとする。 

 

４．その上で、東京都は、開催都市として、組織委員会経費の共同実施事

業に係るものについて、安全・安心な大会の円滑な実施の観点から、

Ｖ５予算の共同実施事業負担金の範囲内で対応する。 

 

５．東京都と国は、共同実施事業の経費のうち、公費負担の対象となるも

のについて、引き続き、その適切な執行を確認する。 

 

令和３年 12月 21日 

 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会事務総長 武藤 敏郎 

東京都副知事 潮田  勉 

内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部 

事務局長 豊岡 宏規 



組織委員会の文書等に関する保存・継承
について

2021年12月22日

資料２－３



組織委員会が、法人運営及び大会運営のために作成・受領し、組織的に用いた文書

組織委員会の文書等に関する保存・継承について

○ 大会文書については、法令やアーカイブ資産協定を踏まえ、以下のいずれかに分類し、適切に保存・継承していく

※ 大会に関するすべての権利は、開催都市契約（HCC）に基づきIOCに帰属

◆ 一般法人法241条

清算人は、清算法人の帳簿並びに事業及び

清算に関する重要な資料について、清算結了

から10年間保存しなければならない。

（例）会計帳簿、財務諸表、

金額に関わらずすべての契約書、

すべての稟議書 など

◆ 労働基準法、国税通則法など

（例）賃金台帳、出勤簿、源泉徴収票など

◆ 高度なセキュリティ情報や個人情報など

※ 財務諸表等は内閣府等のHPにて閲覧可能

※ それ以外も裁判所の許可があれば閲覧可能

◆ 開催都市契約(HCC) 等

OCOGは、都やJOCの役割を含め、大会の記録及びアーカイブを

長期保存する計画を策定する。

＜アーカイブ資産協定＞

アーカイブ資産とは、組織委がJOC、都等の支援を得て、アーカイ

ブの価値を有するものとして特定した資産（最終リストはIOCが承認）

法令等に基づき、清算人が保存する文書等 HCCに基づき、アーカイブ組織（JOC）に継承する文書等

※ 利活用が可能

※ 内容によっては、利用者を限定するものあり

（例） 会場運営計画、会場別ブロックプラン

飲食提供基本戦略、アクション＆レガシープラン

COCOM資料、MOCデイリーレポート

持続可能性報告書
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数字で見る東京2020大会のアクション例

「東京2020みんなのスポーツ

フェスティバル」の参加校

自分にとって運動・スポーツは大切

とする人の割合

59.9 %

128 校

74.9 %

スポーツフェスティバル

障がい者（成人）の週1回以上の

スポーツ・レクリエーション実施率

(2017年度 20.8%)

「東京2020みんなのスポーツ

フェスティバル」の実施プログラム数

従業員等の運動習慣定着を

支援している企業の割合

24.9 %

243プログラム

約95 %

障がい者スポーツ実施率

スポーツ・健康

スポーツフェスティバル

健康経営に取り組む企業

成人の週 1日以上のスポーツ実施率

（2016年度 42.5%）

スポーツ実施率 運動・スポーツの認識

5,000個の入賞メダル製作に必要な

金属量を使用済み小型家電から回収

都内の鉄道のバリアフリー化により進め

られた、エレベーター等による段差解消

センター・コア・エリア内の

都道の無電柱化率

表彰台を製作するために回収した

使用済みプラスチックの量

選手村ビレッジプラザに

木材を提供した自治体の数

メダル無電柱化 木材提供

99 % 63 自治体

街づくり・持続可能性

100 %

100 %

95.9%

大会運営時の再生可能エネルギー

使用率

再生可能エネルギー バリアフリー化表彰台

24.5 ｔ

19,005 校

ようい、ドン！スクール認証学校数

教育プログラム特設サイトも

総アクセス数約152万回の利用

約3,700万人

東京2020文化オリンピアード

東京2020文化オリンピアードの

参加者数

東京2020マスコット小学生投票

205,755 学級

対象校の約８割の学校が参加

学校連携観戦

約2 万人

学校連携観戦チケットによる

児童・生徒等数

（当初計画は128万人）

文化・教育

オリンピック・パラリンピック教育

主催プログラム

300 万人以上

東京2020 NIPPONフェスティバル｢しあわせ

はこぶ旅 モッコが復興を歩む東北からTOKYO

へ｣｢わっさい｣｢MAZEKOZEアイランドツアー｣

のオンラインライブ配信視聴者総数

共催プログラム

約11 万人

東京2020 NIPPONフェスティバルの

共催プログラムの参加者数

（オンラインライブ配信視聴者含む）

「東京2020アクション＆レガシープラン」に

基づいて、全国の様々な組織や団体と連携し、

機運醸成やレガシー創出に向けたアクションを

実施しました。その成果の一部を紹介します。

大会期間中の交通混雑緩和に協力・

参加した団体・企業の数

ホストタウンの海外選手と交流し

映像等を製作した自治体・学校の数

大会に導入した自走式案内ロボット・

追従型搬送ロボット等の台数

関係者の入退場用に導入した

顔認証システムの数・使用人数

福島県浪江町の再生可能エネルギー由来の水素

を、福島県、愛知県、東京都の一部で聖火リ

レートーチに活用(聖火台にも活用)

2020TDM推進プロジェクトロボットプロジェクト 水素技術

3 都県

経済・テクノロジー

95 %

大会関係車両(乗用車)に占める

燃料電池自動車(FCV)や

プラグインハイブリッド車(PHV)の比率

低公害・低燃費車 若者の地域の魅力発信顔認証技術

48箇所

約30万人

303レーン

910 団体

52,202 社・事業所

10 自治体

16 校

12 種類

73 台

1,150 人 823 億

復興・オールジャパン・世界への発信

867 人

83 %

533 自治体

ボランティア活動復興の発信 世界からの関心

「オリンピックデー・フェスタ」に

協力いただいたアスリート数

フィールドキャストのうち、大会後も、

スポーツボランティアの活動を

続けていきたいと思う人の割合

ホストタウンに登録いただいた

自治体数

大会期間中メインプレスセンター内の

復興ブースを訪問したメディア数

2015年度から2019年度までの

5年間に児童・生徒から応募された総数

全世界でオリンピック大会期間中に

ツイートされた #Tokyo2020 関連の

会話のインプレッション数

スポーツの力と被災地 ホストタウンポスター募集企画

約12 万点













配付資料
東京2020 第48回理事会 資料



2020 9 38

2021 11 30



1

23.7 24.1

10.0 12.6

49.9 56.0

2

44.2 59.4

15.6 18.3

42.9 59.3

25.7 33.5

3 36.4 40.3

4

11.9 11.7

12.9 12.4

2002 18.1 18.2

12.5 15.2

5

33.0 42.5

23.7 31.2

7.5 5.8

6
57.8 98.8

29.9 45.5

7
64.5 86.8

27.5 28.4

8 21.2 23.3

9 114.2 136.8

10 32.0 56.8

11

30.8 31.4

11.7 16.2

14.3 0.7



12 18.3 27.2

13 21.8 28.6

14
23.6 35.2

40.4 62.7

15 37.0 54.9

16 26.7 34.5 GL

17 19.3 26.2

18

10.4 9.8

28.7 27.3

3.5 3.5

19 26.5 37.4 TSP

20 18.5 19.2

21 13.4 12.5

22 12.8 12.3

23 23.9 26.0

24 23.8 26.3

25 6.3 7.0

26 4.6 4.5

27 37.3 39.6

28 11.0 13.0

29 12.4 14.8

30 11.9 11.1

31 11.2 10.9



32 283.1 364.7

33 445.0 464.0

34 27.9 29.8

35 15.7 15.7

36 56.8 56.8

37 28.0 25.1

38 24.3 25.7

2,093.8 2,489.0




